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【組織の充実強化、法人の健全な運営への取組み】

1 組織経営の充実強化

2 人事労務管理・個人情報管理・リスクマネジメント対策

3 職員の資質向上と確保

4 基金・各種積立金と自主財源の確保

5 各種関係機関との連携、各種会議への出席

6 災害に対する取り組み活動

7 情報発信の取組み

8 地域福祉活動計画の推進

【地域内の相談支援への取組み】

9 総合相談事業の実施

10 生活困窮者等支援活動の展開

11 権利擁護に関する相談・研究・協議

12 あんしん訪問相談事業

13 御浜町民生委員児童委員協議会との協働活動の推進

【地域づくりに向けた支援活動と地域福祉教育への取組み】

14 生活支援体制整備事業

15 ボランティアセンター事業

16 福祉意識啓発事業の実施

17 ささえあいサービス事業

18 ふれあいサロン

19 ふれあい配食サービス

20 子育てサロンの開催

21 子育て支援活動の展開

22 カフェ「1go1笑」においての小地域福祉活動の展開

23 当事者及び当事者組織に対する支援の実施

24 神木ほのぼの館を活用した地域福祉活動の展開

25 児童生徒ボランティア啓発事業

26 みはまっこ体験クラブ

27 地域福祉教育推進事業

28 介護予防・交流促進支援事業

29 御浜町敬老会の開催

30 高齢者見守り活動活動の再構築

31 ボランティア育成事業の実施

【在宅で生活する方への福祉サービスの提供への取組み】

32 居宅介護支援事業（御浜町ケアサポートセンター）

33 訪問介護事業（御浜町ヘルパーステーション）

34 通所介護事業（御浜町デイサービスセンター）

35 訪問入浴事業（御浜町訪問入浴サービス）

36 特定相談支援事業・障害児相談支援事業（御浜町指定障害者相談支援事業所）

37 障がい者への訪問サービス事業（御浜町ヘルパーステーション）

38 障がい者地域活動支援センター事業（にこにこサービス）事業

39 福祉有償運送サービス事業

40 育児用品貸出事業

41 在宅介護者支援事業

42 見守り・緊急時対応システム事業

43 一般介護予防事業

【その他の取組み】

44 福祉系サークル等に対する協力

45 福祉健康センター指定管理事業

※「新型コロナウイルス」は、「コロナ」と略して表記
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 芝

事業内容

　役職員が一体となって社協運営（経営）を充実させるという意識の高揚を図
り、社協本来の使命と役割を再認識し、社協発展強化計画や年度計画に合わせた
事業実施や体制づくりを行う。

１．理事会・評議員会
　　の開催

○理事会　　年５回
○評議員会　年３回

２．各種委員会・会議
　　の開催

○総務委員会の開催（２回）
〇三者会議の開催（毎月１回）
○係長会議の開催（毎月１回）
○福祉サービス向上委員会の開催（毎月１回）
〇各プロジェクト会議の開催

３．職員体制の強化 職員の役職や職員種別における役割や責任等を果たせる
組織体制づくりを行う。また、環境や役割にあった適切
な処遇についても併せて協議を行う。

４．組織に関する
　　研修会への参加

○社会福祉法人役員及び幹部職員研修会
○労務管理講習会
○社会福祉法人の経営に関する研修会
○人事評価に関する研修会への参加
○その他、法人運営に関する研修会への参加

役員については、改選により交代があったが、各会議において積極的な質問や意見を
いただくことで、役員にも事業等の理解を頂けたと感じている。また、会議での協議事項
や報告事項についても、ご提案をいただくことで、会議としてより内容の濃いものとなっ
た。
　役員研修を予定していたが、コロナの状況や制度の改正により、実施を見送った。

職員会議については、内容や参加メンバーの整理を行った。また、職員間の情報共有
については、ＩＣＴを導入し円滑に行えるように進めている。
　

適切な処遇については、コンサルタントとのアドバイス契約等も検討していたが、名古屋
等への出張が難しいため、今年度はＺｏｏｍによる研修への参加のみとなった。次年度は
契約を行い、具体的に人事制度の策定に着手していきたい。

コロナ対策を職員会議等において引続き行ってきた。前年度は、情報の散乱や不安の
ため、意見が分かれたこともあったが、令和３年度は職員の考え方について、比較的同じ
方向性をもって対応することができた。

人事制度を具体的にすすめるにあたって、職員の役割とマインドセットを一体的に進め
ていく。

役員の社協運営への積極的参画を図るとともに、理事会、評議員会、役職員による各
種委員会等を開催し、地域福祉の充実と適切な経営についての研究・協議を行う。

また、職員の役職や職員種別における役割が機能する組織体制づくりを行い、組織経
営の充実強化を目指す。

組織経営の充実強化

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者

業務の効率化のため、ＩＣＴやペーパーレス化を進めるにあたっては、操作性と利便性
について、職員の状況を見ながら進めていく必要がある。

労働時間を適切に管理することで、業務状況を把握し、働き方改革と処遇改善を合わ
せて進めていければと考える。

健全な労務管理が求められている一方で職員個々の考え方も様々で、法令を遵守した
経営に取組むとともに職員の意識もある程度統一していく。

芝

事業内容

１．人事労務管理関係
　①社会福祉法人役員及び幹部職員研修会へ参加
　②雇用管理や労務管理に関する講習会へ参加
　③働き方改革への対応　　　　　　ほか

２．個人情報管理関係
　①情報保護マニュアルの遵守
　②個人名簿等のデータベースを集中化し、クラウドサーバーを活用して管理
　③ＩＣＴに置ける情報共有ツールの導入
　④個人情報に関する考え方（プライバシーポリシー）の規程をＨＰ上で公表
　⑤マイナンバーをクラウドサーバー（専用ソフト）で管理　　　　　　ほか

３．健康管理関係
　①全職員対象とした健康診断とメンタルヘルスチェックを実施
　②労働衛生法に基づき産業医を委嘱
　③衛生委員会の開催（毎月１回）　　　　ほか

４．リスクマネジメント関係
　①町福祉健康センターで職員と来場者を対象とした避難訓練を実施（年２回）
　②感染症拡大予防等に関する対策
　③福祉サービス向上委員会でリスクマネジメントとヒヤリハットを協議
                                                            （毎月１回）
　④第三者委員を設置（２名）
　⑤各係ごとに苦情解決担当者、苦情解決責任者を設置
　⑥交通安全や安全衛生に関する講習会へ出席　　　ほか

適切に労働時間が管理できるよう、時間外労働や有給休暇取得の決裁のＩＣＴ化を図っ
た。また、出勤簿で活用していたが、タイムカードシステム導入の検討をすすめた。

処遇に関しては、介護職員処遇改善支援補助金を取得することとし、次年度から賃金
の改善を行うこととした。

人事労務管理・個人情報管理・リスクマネジメント対策

委託 補助 自主財源 （

職員の人事労務管理（労働環境・健康等）の充実、個人情報の管理の徹底、各種リスク
マネジメントへの対応を行うことで、社協の健全な経営を図っていく。
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者

　各職員の係や役割にあった内容を検討しながら、引き続き研修を行っていく。

芝

事業内容

三重県・県社協・紀南地域等で開催する各種研修会等に積極的に参加、また部内会
議・研修等により豊かな人間性、倫理観、福祉に携わる社協職員としての質の向上を図
る。

また、専門知識を高めるための資格取得に対して、取得時の報奨金や取得に関する研
修会への派遣や費用負担を行う。

研修について、全国や県単位の研修はコロナの感染予防のため前年に引き続きＷＥＢ
で実施されたものが多かった。また、ＷＥＢ研修の内容も充実しており、遠方にいかずによ
い研修を受けることができた。また、部内研修については、様々な種類の研修動画が見
れるサイトの契約を行い、研修の準備の簡略化と質を上げることができた。
　係長を対象とした研修会も実施している。

介護支援専門員等の資格所持者の確保について、社協だけに限らず地域全体で福祉
職員の確保が難しくなっている。

社会福祉協議会の基本理念と職員の行動指針にそえる人材の育成と確保を目的とし
て、社協職員として自覚と専門性を習得させる。また、業務に応じた職員の確保を行う。

職員の資質向上と確保

委託 補助 自主財源 （

２．各種研修会により質の向上を図る。
①介護サービス及び障害福祉サービス事業所集団指導へ参加（WEB）
②採用時研修の実施
③生涯研修会への参加
④三重県及び紀南介護保険広域連合主催各種研修会へ参加
⑤介護の技術や知識向上を目的とした研修会への参加
⑥法人や地域福祉サービスの知識向上を目的とした研修会への参加
⑦社協内の定期研修会や伝達研修会等の実施
⑧その他各種連絡会議、ネットワーク会議へ参加 ほか

１．社協の職員行動指針の徹底を図る。 （朝礼時に唱和）
①福祉専門職としての誇りと自覚を持ち、知識と技術に裏付けられた質の高いサービス

を提供する。
②常に住民や関係機関との協働を意識した行動をするとともに、地域においても自ら率

先して福祉社会の発展に努める。
③お客様の尊厳を保持するとともに、相談援助に際しては高い倫理意識を持って行動

する。
④常に地域福祉の充実という観点で福祉ニーズを意識し、柔軟かつ創造性に富んだ

サービスの開拓に努める。
⑤職員相互が尊重し合い協調と連携のとれた業務を遂行するため、組織の一員として

規律を遵守した行動をとる。
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者

寄附金と共同募金の使途について、より明確に住民に周知し理解を得ていく必要があ
る。

芝

　R4年3月に社協役職員により町内全地区で会員募集と会費
徴収を実施 。
　会員数：一般288件、賛助461件　会費総額：324,000円

６．共同募金等
　　の財源

　御浜町共同募金委員会の事務局として募金活動や配分活動
を行っている。募金額により次年度の社協への配分額が決定
される。
　[今年度実績額]　一般募金：1,285,414円
　　　　　　　　　歳末募金：41,721円

社協会員については、育児用品の貸出サービス利用やマイクロバス貸出を通じて加入
の促進を図ることができた。積立金は、取崩額以上の積み立てを行えた。
　寄附金については前年度を上回った。

共同募金について、地域に還元される仕組みであることの周知活動に取組んだ。一般
募金については、目標額を大幅に上回った。（達成率107.6％）

共同募金について、まだまだ地域へ還元されることや目的が認知されていないため、今
後も継続して周知、啓発に取組む必要がある。

共同募金について、一つの目的のために募金活動等をすることも可能となったことで、
クラウドファンディング的な活用も検討していく。

事業内容

１．社会福祉基金 　法人化以前の行政が受けた寄附金と住民からの寄附金を積
み立てている。使途内容は、預金利子の活動財源化と公共性
が高い高額な福祉機器や大事業に活用。
（R4年3月末現在、49,694,217円）

２．社協基盤整備
　　積立金

　住民からの寄附を受けた際、使途が福祉事業や公共性の高
いサービスに活用してほしいとの意向の際に積み立ててい
る。
（R4年3月末現在、4,599,577円）

３．人件費積立金 　介護保険サービス、障がい者福祉サービス等の収益を積み
立てている。使途内容は、人件費の補填等に活用。
（R4年3月末現在、85,115,000円）

４．備品等購入
　　積立金

　介護保険サービス、障がい者福祉サービス等の収益を積み
立てている。使途内容は、備品購入に活用。
（R4年3月末現在、35,881,534円）

５．社協会費

安定的な社協の運営を行っていくために、社会福祉基金及び各種積立金額の一定額
を保つとともに、自主財源の確保を図っていく。
１．介護保険事業・障害者事業の収益を積立て、安定した経営基盤を整備する。
２．民間の寄附等により地域福祉活動の充実を図る。
３．社会福祉協議会会員の募集と会費の徴収により民間財源の拡充を図る。

基金・各種積立金と自主財源の確保

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 芝

事業内容

１．紀南地域における各種会議等
　①熊野市・紀宝町・御浜町社会福祉協議会連絡会議への参加
　②東紀州地域社会福祉協議会事務局長会議への参加（コロナにより中止）

２．三重県社会福祉協議会等主催による会議等
　①三重県各市町社協事務局長会議に参加
　②三重県地域福祉活動推進協議会に参加
　③三重県共同募金会に評議員として参加　　　ほか

３．関係機関との会議等
　①御浜町民生委員児童委員協議会総会に出席（コロナにより中止）
　②紀南地域生活支援体制整備事業協議体に参加
　③地域包括ケア会議に参加
　④紀南高齢者権利擁護支援体制連絡会に参加
　⑤紀南自立支援協議会に参加
　⑥専門職の協働が必要な各種相談等における会議の開催
　⑦生活協同組合コープみえとの情報交換会　　　ほか

今年度も引き続き、コロナによりＷＥＢ会議が多かった。集合型に比べて実施しやすいと
いうメリットがもあるが、個別の詳細確認においてはしづらい部分もあった。ＷＥＢ会議の
方法等も検討する余地があった。

会議ごとに目的は違うが、個別課題から地域課題にまで幅広い福祉課題に対しての共
有と協議、対応につなげることができた。

各種関係機関との連携、各種会議への出席

委託 補助 自主財源 （

社協の役割として、幅広い関係機関との連携を図り、協働による事業推進は必要不可
欠である。各種連絡会議・研修会や専門職との協働事業を通じ、経営に必要な情報・ノウ
ハウを得て効率的な運営と幅広い事業展開を目指す。
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者

　感染症に関するＢＣＰも作成する。

福祉健康センターが福祉避難所となっており、御浜町と福祉避難所の設置運営に関す
る協定を締結し、避難所が開設された際は、できる範囲で協力することとなる。

芝

事業内容

ＢＣＰ・防災マニュアルに関しては、備蓄分の確認・避難訓練のみの取組みとなってい
る。

災害ボランティアコーディネーターについては、毎月の研修会を行うことにより、いつ発
災するかわからない災害に備えている。また、研修会には御浜町役場健康福祉課と総務
課の職員にも参加いただき、連携を図っている。

地震や水害に関するＢＣＰは作成しているが、感染症に関する事業継続計画も必要と
なっている。

東海・東南海・南海地震などの災害が発生した際、社協として円滑な業務ができること
を目的に準備を行う。

災害に対する取組み活動

委託 補助 自主財源 （

◆発災時に職員が災害時事業継続計画（以下「ＢＣＰ」）と防災マニュアルに沿った円

滑な業務が遂行できるよう研修等による確認を行う。

◎備蓄物の確認（年１回）

◎避難訓練の実施（年２回）

◆災害ボランティアコーディネーターの技術向上を図ると共に備品等の整備を進める。

◎災害ボランティアコーディネーター定期研修会の開催（毎月１回）

◎災害ボランティアセンターマニュアルの随時改正

◎災害ボランティア備品の整備（追加）

◆その他

◎御浜町と「災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書」を締結

- 6 -



事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者

　ＳＮＳやＹＯＵＴＵＢＥもより活用し、幅広い年代の方に情報発信をしていく必要がある。

地域で活動している団体を取材することで、地域の方々とのつながり作りのきっかけに
なっている。

幅広い年代の方への啓発やＰＲのため、ＦａｃｅｂｏｏｋなどＳＮＳの活用を意識し充実を図
る。今後も寄せられた意見があれば、参考にし見直しを行っていく。

腰當

事業内容

◆社協だより
　実績:広報みはまに折り込んで毎月発行。基本６ページ。
　　　　　　　　　　　　　　（５月・７月号のみ８ページ）
　内　容
　　○表紙・行事予定カレンダー
　　○特集…御浜町のこと　もっと知りたい！伝えたい！
　　○事業報告　　　　○福祉制度説明　　　　○ボランティア関連記事
　　○社協事業案内　　○寄附　　ほか

◆広報委員会
　　実績:毎月開催
　　委員:職員７名
    内容:掲載記事・レイアウト等について

◆ホームページの設置
　内　容
　　○社協紹介　　　　    ○事業の募集や案内　　　　○事業・決算報告
　　○社協だよりの掲載　　○ブログ及びＳＮＳによる事業報告
　　○ご意見及びご相談に関すること

　Facebook登録数: ５５１件

社協だよりでは写真を多く掲載し、ＳNＳも活用することで、幅広い年代に向け事業の様
子をわかりやすく伝えることができたのではないか。また、地域で活動している団体を取
材し紹介することが、活動者にとっても一つの評価となり、喜びの声が聞かれている。

 情報発信の取組み

委託 補助 自主財源 （

住民への福祉啓発や福祉等の情報の提供とともに、社協の活動の理解やＰＲを目的に
行う。
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

◆計画の進捗状況・ニーズ調査を実施

 ○地域福祉座談会実施

　　　　　　　　　・神木地区　　　6月29日　参加人数： 6名　/町福祉健康センター
　　　 ・志原地区　　　6月29日　参加人数： 8名　/町福祉健康センター

・阿田和地区　　6月30日　参加人数：17名　/町福祉健康センター

・市木地区　　　7月15日　参加人数：10名　/町福祉健康センター
　　　 ・尾呂志地区　　7月15日　参加人数：16名　/尾呂志公民館

 ○地域福祉計画ワークショップ

　子育て層グループ、中高年層グループ、専門職の３つのグループに分け実施

第１回目　全体　8月3日　　13時30分～15時30分　（参加人数：15名）
演題　地域福祉（活動）計画「ワークショップ体験」

講師　皇學館大学　准教授　大井智香子氏

第２回目

　 ・子育て層・中高年層グループ　9月30日 13時30分～15時30分　参加人数：9名

・専門職グループ　　　　　　  9月30日 18時30分～20時00分　参加人数：7名

第３回目

・子育て層・中高年層グループ 10月28日 13時30分～15時30分　参加人数：7名
・専門職グループ             10月28日 18時30分～20時00分　参加人数：8名

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 喜田

事業内容

計画の見直し策定の年度であるため、座談会と合わせてワークショップを開催しニーズ
調査と共に「相談」と「地域づくり」をテーマに意見交換を行い、各世代、地域の意見を聞
くことができ、それをもとに計画反映することができた。

座談会へ参加しているボランティアの数が少しずつ増えていった地域と減っていた地域
があり、再度アプローチが必要である。

ワークショップでは、今回のようにに集まって話す場が有意義であるという意見があり、
座談会同様に継続的な関わりをもてるような取組みを行っていく。

座談会が地域の意見を聞く機会となっており、職員を地区の担当制にして関わり、計画
を推進していく。

社会福祉協議会が地域福祉の健全な発展を図ることを目的に、H29年度からH33（R3）
年度までの中期計画として「第３次　地域福祉活動計画」を推進する。

地域福祉活動計画の推進

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 喜田

事業内容

ワンストップで相談を受け止めることを意識して取組むことで、その他の項目の相談件数
が増えており、特に相談窓口が明確ではないケースに対する関係機関からの相談が増え
てきている。ニーズを把握し、他の職種と連携しながら取組むことで入口から出口のプロ
セスが少しずつ蓄積されてきている。

モデル事業も含め今までの相談対応において蓄積してきたノウハウを活かしつつ、受
託している重層的支援体制整備事業の中での位置づけを全体で意識し、事業展開して
いく必要がある。

重層的支援体制整備事業の受託により、社協の位置づけが明確になることにより相談
体制の強化が求められるため、事業の整理を行い取組み記録を意識する。

今までの相談対応を通して蓄積してきたノウハウを活かしつつ、重層的支援体制整備
事業の中で事業化された相談業務を係全体で取組んでいく必要がある。

様々な相談対応や調査活動を行うことで、困りごとを抱える方や地域への支援と今後の
地域福祉活動の推進を目的に行う。また、社協の相談窓口についての周知を図るととも
に、多くの方に相談所をご利用いただく。

 総合相談事業の実施

委託 補助 自主財源 （

◆総合相談所実績：年間１８３件（記録分、生活相談及び心配ごと相談を除く）
［相談先内訳］

住民・サービス利用者:１１８件 民生委員児童委員: ６件
関係機関 : ５２件 ボランティア : ７件

［相談内容内訳］
貸付・生活保護・生活困窮：２７件 ボランティア・市民活動：２４件
障がい事業関連 ：１０件 高齢者・介護：１７件 子育て関連：２１件
権利擁護・成年後見：６件 社協サービス：３３件 その他 ：４９件

◆活動調査
地域福祉活動計画の策定にあたって、地域座談会を行い地域の活動や状況、
課題把握を実施

◆生活相談事業
実施：臨床心理士及び社会福祉士による定期的な相談所：毎週月曜日開設
開設日数:５１日
面接件数:６１件
ケース会議対応：７件

◆心配ごと相談所開設事業
実施：毎月第３水曜日に役場において開設（今年度１０月まで）
開設日数:７日（毎月１回）
相談員:南 州計 氏
相談件数:７件 相談者７名（男３名 女４名)
［内容内訳］生計:１件 住宅:１件 土地：２件 その他:３件

※相談員退任となり、後任が決まったが行政相談員と兼務となるため委嘱の関
係で４か月空席となった。
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 喜田、中尾

事業内容

◆相談実績：年間 ２６件(新規）
【内訳】
○生活困窮者自立支援事業
　一時相談窓口対応:２６件　　家計相談の実施:０件　　就労訓練の実施:０件
　生活相談支援センターとの連携:８件（支援調整会議 ３件）

○みえ福祉の「わ」創造事業
　緊急食糧提供の実施:０件 　 緊急時物品等支援・就労活動への支援:０件

○生活福祉資金
　貸付件数:４６件
  [内訳]教育支援資金関係:５件　　コロナ特例緊急小口資金：２２件
　　　  緊急小口貸付　　:３件　　コロナ特例総合支援資金：１３件
　　　　コロナ特例総合支援資金延長貸付：１件
　　　　コロナ特例総合支援資金再貸付　：２件

　年度内の償還等の状況   滞納：７件   償還完了:１件
　コロナ関係貸付 　償還免除者：１名（借受人死亡）

○しあわせ金庫
　貸付件数:３件
　新規貸付・償還完了者:０件

今年度においても、コロナ特例貸付の申込みはあったものの、件数は大幅に減少した。
また、特例貸付の制度も延長など流動的に変化していく中で、継続的な支援が必要な方
については三重県社協、生活相談支援センターと役割分担をしながら取組んだ。

生活困窮に陥る方や世帯には複合的な課題を抱えている場合も多く見られ、１つの機
関での支援は難しいため、各関係機関や制度、サービスと協働、連携して支援にあたる
必要がある。

今年度においては、前年度に増加したコロナ特例貸付の相談は減少した。貸付対応し
た方への継続的な関わり、金銭の補填ができたためか、食糧支援・緊急物品等支援につ
ながるケースはなかった。

次年度においても、一次窓口として役割強化を図るとともに日常的にも積極的に関わり
を持つようにする。また、コロナ禍がさらに長引くと、今後、生活に困窮される方も増加する
とみられる。今までになかった層の方の相談も増える可能性もあり、各関係機関と円滑な
連携を図りながら対応にあたる。

就労や介護、ひきこもり等、現に様々な困難の中で生活に困窮しており、生活保護に至
る恐れのある方に対して、就職・住居・家計管理・子どもの支援を三重県生活相談支援セ
ンター等との連携で行うことで、安定し自立した生活を送っていただくことを目的とする。

生活困窮者等支援活動の展開

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 仲、和田

事業内容

◆法人後見への取組み
　○受任者数：２名（令和4年3月31日現在）　　受任予定：２名(申立中)
　○法人後見運営委員会：年３回
　　　（8月30日、11月29日、3月18日）
　　　委員：熊野ひまわり基金弁護士、熊野病院ＰＳＷ、町民児協会長
　　　　　　地域包括支援センター、健康福祉課生保・障がい者担当、社協会長

◆権利擁護の取組み
　○紀南権利擁護支援体制連絡会への参加（年６回）
　○通帳管理サービス利用者数：１件（日常自立支援事業に移行）

◆日常生活自立支援事業
　○町内利用者数：１８名（令和4年3月31日現在）
　　　　　［内訳］認知症高齢者１０名　知的障がい者４名　精神障がい者３名
　　　　　　　　　その他　　　　１名
　　　　　　　（新規利用者８名　契約終了者５名）
　○生活支援員： ４名
　○訪問延べ回数：約３５７件

　法人後見業務については、新規ケースが１件あり、受任予定が２件ある。
運営委員会だけではなく各関係機関と連携を図りながら、受任者の対応を行うことがで

きている。
また、個々の状況の変化に合わせて、制度移行も関係機関と連携しながら行うことがで

きた。

今後も受任者数・利用者数が増加していくと思われるため。適切な支援が行えるよう各
サービスにおける範囲や裁量について研究し、運営委員会で相談しながらケースに合わ
せた対応ができるようにすすめていく。

　弁護士等の専門家や関係機関との連携を図り支援していくことができた。

各種研修会への参加をするともに、運営委員会等でケース検討を行いし知識を深めて
いく。

高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力に不安がある方や充分でない方
の権利を擁護することで、安心した生活を送っていただくことを目的とする。

 権利擁護に関する相談・研究・協議

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 和田

事業内容

一人暮らしや衰弱高齢者世帯が自身の課題に気付かず生活していることがあり、そう
いった方々へ継続的に訪問することで、信頼関係が構築され、抱えている課題へ少しず
つアプローチができている。今後も関係を構築しつつ変化に合わせて必要なサービスに
つながるよう訪問を継続していく。

何らかの疾病を抱えていたり、複合する課題を抱えていたりと様々であるるが、本人が
自覚していないことが多いため、訪問時の本人の様子や家の様子も確認しながら、ニー
ズを把握するノウハウが必要である。

高齢とともに身体的に不安になってきた方や家族からの依頼等より、訪問世帯が６件増
えた。また、本人に困っている感はないが、近隣などからの心配事で上がってくるケースも
増えてきている。

重層支援体制整備事業のアウトリーチ事業として位置づけ、安否確認を含め継続的な
訪問をする中で、信頼関係を構築し隠れたニーズや問題に対し支援の糸口を見つけて
いく。支援を要する際に、迅速に対応できるよう関係機関との連携を図る。

家族若しくは近隣との交流や福祉サービスの利用機会が少ない高齢者、心配される疾
病又は身体障がいがある高齢者等を民生委員及び関係機関と連携し、地域福祉担当職
員が月１回程度訪問することで、安否確認と会話の中から福祉ニーズの早期発見を行
い、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

あんしん訪問相談事業

委託 補助 自主財源 （

◆実績

訪問回数：延べ ８７回

4月： ６件 5月： ８件 6月： ８件 7月： ９件

8月： ８件 9月： ６件 10月： ３件 11月： ６件

12月： ９件 1月： ８件 2月： ７件 3月： ９件

対象者： ８名(令和4年3月31日現在)

- 12 -



事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 仲

事業内容

◆総会、全体会議、研修会に関しての連絡調整や書記、会計業務を行う。

◆実績
　○全体会議（２回）の開催
　○役員会（２回）の開催
　○地区別民児協会議の開催
　○県民児協主催会議への参加（在宅福祉委員会　他）
　〇県民児協 理事会への参加
　○主任児童委員紀州ブロック会議・研修会への出席
　○社協との協働による要福祉対象者名簿の選定
　○社協との協働による高齢者見守り活動の展開
　○民生委員児童委員の日活動週間・役場庁舎への懸垂幕の掲示
　○町地域包括支援センター主催研修会への参加
　○老人情報誌「あくしゅ」の配布

社協が事務局を運営することにより、密に民生委員児童委員協議会と連携を図りやす
く、また関係機関との連携も図れることから適切なサービスに繋げることができ、地域や個
人への適切な支援へとつながっている。

今後もコロナ禍が続くと予想される中、感染予防を行いながら事業展開を図っていく必
要がある。委員の感染に対する警戒が強くみられるため引き続き配慮が必要。

今年度においてもコロナにより、一部事業の中止や活動の停止、研修会の延期や中止
など影響を受けた。今後もコロナ禍が続くと思われることから、感染予防対策とともに精神
的なサポートも必要と思われる。

引続きコロナの状況を注視しながら委員と連携を図り、コロナ禍により生活様式が変
わってきているため既存の日々の活動に工夫を加える活動が展開できるよう協議会の運
営をサポートする。また、改選期であるため、引継ぎなどがスムーズに行われるように準備
をしていく。

厚生労働大臣の委嘱を受けた御浜町の民生委員児童委員・主任児童委員で構成され
る協議会の運営を支援するとともに、相互に協働・連携を図りながら地域福祉を高める活
動を展開する。

御浜町民生委員児童委員協議会との協働活動の推進

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 喜田

事業内容

コロナ禍が継続するなかで、オンライン等を活用するなど新しい生活様式を取入れ活動
を展開してきた。既存の地域の活動と子どもたちのマッチングや今まで関わることがな
かった隣の市のサロン等活動者と意見交換を行うなど、今までの活動を活かしながら取組
み、さらにオンラインを活用することで活動の幅が広がった。

相談内容が高齢者にとどまらず多岐にわたってきているため、多機関との連携、ネット
ワーク作り等を意識して取組む必要がある。コロナ禍がまだ続くと思われるため、新たな生
活様式に合わせたつながり作りを引続き検討していく。

コロナ禍で活動が制限される中ではあるが、個別のニーズに対してコーディネートする
今までのノウハウを活かし新たな活動が生まれた。その活動から新たなニーズが見えてき
たため、活動につなげていく。

活動を自粛せざるを得ない場面もあると思われるが、出来る限り継続する方向で活動を
展開していく。

幅広い世代の個別ニーズと地域ニーズを把握し、地域や関係機関、ボランティアと連携
することで、住民が地域課題を理解し主体的に解決を試みることができるよう支援を行う。
さらに、たまり場作りや生活支援体制の充実や開発につなげ、高齢者のシーズ（持ってい
るノウハウ）にも着目し、コーディネートを行う。

 生活支援体制整備事業

委託 補助 自主財源 （

◆ネットワークに関する取りくみ
【紀南地域】
○会議：協議体（２回（内１回書面））・検討委員会（５回）

【御浜町】
○会議：御浜町生活支援体制整備事業検討委員会 （３回）

地域包括ケア会議参加・障がい事業所との会議参加
民生委員児童委員協議会各種会議参加
神木地区みらいまちづくり推進委員会参加

◆資源開発に関する取り組み
○次世代ヘルパーフォローアップ講座 Ｚｏｏｍを利用したオンライン開催
○コミュティカフェ（Café１go１笑（ｲﾁｺﾞｲﾁｴ））
○たまり場の運営支援

・開催にあたって、フェイスシールド、マウスシールド等を提供
・新しいたまり場の立上げをコーディネート（全体「健康麻雀」）

○ボランティア（世話人）ステーション～しょうどくえき（駅）～事業の展開
○人材育成事業 「キッザ★ボランティア」事業の展開
○通所型サービスＢ（住民主体の通所型サービス)のコーディネートの実施

◆マッチングに関する取り組み
○ささえあいサービスのマッチング
○市木語り部会と小学生とのマッチング
○昔遊び（老人クラブ）と小学生とのマッチング
○たまり場と地域リハビリテーション事業とのマッチング
○サロンとコープみえ夕食宅配及び見守り活動事業とのマッチング
○尾呂志地区サロンと熊野市のたまり場とのオンライン交流会のマッチング
◆その他
○サロン・たまり場活動ヒント集作成・『離れていてもつながろう』絵葉書送

付
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 長田

事業内容

コロナの感染状況をみながら、できることを模索しながら活動を行った。配食サービスな
どは、業者のお弁当を配達する方法で継続出来ているが、調理については一度途切れ
た。これまでのやり方を再開することの難しさも時間の経過とともに現れている。

施設関係のボランティア等はいまだに再開されておらず、再開のタイミングや内容なども
改めて施設やボランティアとの話合いが必要になる。

ボランティアの高齢化や活動内容の見直し、継続に向けての担い手の確保や育成など
も重要な課題である。

ボランティア自身が、家庭の中での働き手であり介護人となってきたりと、その時々により
環境が変っててくるため、ボランティア活動が負担とならず、やりがいやいきがいの活動と
して継続できるような支援できるようにする必要がある。

活動も再開されつつある中で、いまだ不安を抱えつつ参加されているボランティアの気
持ちに寄り添いながら、生活状況を意識したコーディネートを考える。

また、地域にも目を向けることで、組み合わせられる活動がないか、ボランティアと地域
活動の共生も視野に入れながら、情報の収集や発信を行っていく。

町内のボランティア活動等が活発に行えるよう、福祉ボランティアのみならず様々なボラ
ンティア活動や市民活動の調整や支援を行い、町内ボランティア活動や市民活動の活発
化と新規ボランティアの開拓を行う。

ボランティアセンター事業

委託 補助 自主財源 （

◆延べボランティア活動者数:９７０人

(内訳)・配食サービス:６４２人 ・子育て支援:１５９人

・サロン:３３人 ・環境美化:５１人 ・その他:８５人

新規ボランティア登録者数:個人１４人(すでに活動されていた方含む)

グループ登録：１団体

相談・援助・支援延べ件数:３４件 (内コロナ対応相談件数３件)

◆会議、研修会等の開催

〇しゅみ活動講座 〇災害ボランティアコーディネーター研修会

〇高齢者見守り活動ボランティア研修会 〇ボランティア連絡協議会会議

〇ボランティア連絡協議会役員会議

◆会議、研修会の出席

〇ボランティアコーディネーター研修

〇御浜町ボランティア連絡協議会

ボランティアのつどい(町の魅力を発見、意見交換会)

◆ボランティア情報の提供・啓発

ボランティア情報誌「てんとうむし」の発行:年２回

社協だより(ボランティアコーナー)の発行：１２回（毎月１ページで発行）

ホームページ・フェイスブック：随時

◆その他

〇三重ボランティア基金街頭募金実施(阿田和ピネにて)
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 喜田

事業内容

◆「今！」から始まる体験型イベント「キッザ★ボランティア」
小学生を対象に地域のボランティアや地域活動を通して人とふれあう楽しさ、や

りがいを感じていただくイベントとして開催。各ブースの体験後「ありがとう
カード」をお互いに渡し、受取ることによりコミュニケーションを体感していた
だき、日常生活を送るだけでは、出会えない人と交流や体験をすることで、ふく
し、ボランティアについて考えを育む機会となった。
　
　日　時　　12月12日（日）　13時～16時30分
　場　所　　町福祉健康センター
　内　容　　ボランティア（市民活動）の体験　（３つのコースをすべて体験）
　　　　　　○ししまい　　　　説明と簡単な舞の披露
          　○配食サービス　　訪問＋声かけ
          　○声の広報　　　　シナリオ＋録音
　対　象　　小学１年生から４年生
  参加者    １８名

　実行委員会　木本・紀南高校JRC部、阿田和交流会、ふれあい配食サービス
　　　　　　　声の広報、Sun Rock Records、地域包括支援センター

参加した子どもや保護者からこんなイベントなら友達や兄妹を誘ってきたかったという声
が聞かれ、イベントの内容についてうまくＰＲできていない部分があっため、チラシの内容
も含め広報を見直していく。

地元の高校や地域の方と実行委員会を作りイベントを作り上げていくことで、イベントの
趣旨とイメージを共有しながら進めていくことができ、イベントが終わった時の達成感を共
に感じることができた。

早くから子ども達にボランティアや福祉について考えていただくきっかけとして有効的な
イベントであると考えるため、来年度も体験内容を検討しながら継続していく。

子どもから高齢者、障がい者、家族、地域など、みんなが人と人とのつながりの大切さに
ついて考え、つながりのきっかけとなり、支え合いが広がり広く福祉に対する理解を深め
ていただくことを目的に事業展開を図る。

福祉意識啓発事業の実施

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 和田

事業内容

コロナの感染対策や活動に関する相談に寄添うことで、活動を継続することができた。ま
た、ゴミ出しや掃除等の継続利用があり、継続的に利用している会員間の関係は深まっ
ている。サービスの中には少し福祉の専門性が必要なものも含まれるため、内容に合わ
せてサービス提供時間及び利用料金の見直しを行った。
　また、畑・カフェの世話人等の部門は一定の件数があがっている。

社協だより等による募集により会員は増えているが、提供会員の高齢化も目立ってきて
いるため依頼の調整が必要となっている。ちょっとした困りごとに対応ができるよう、ニーズ
に合わせたコーディネートが必要である。

ちょっとした困りごとの支援として、一定の成果が上がっている。また、生協の組合員様
向けの会報にささえあいサービスのパンフレットを折り込んでもらうことができ新たな方法
で広報ができた。

サービス内容を具体化することで、活動に参加しやすい形を作っていく。また、ＳＮＳや
社協だよりなどで活動を周知しながら、会員の確保を行っていく。

「困ったときはお互いさま」の気持ちを大切にし、日常生活での困りごとに関してサポー
トするサービスで、誰もが安心して暮らせるまちづくりの推進を目的とする。

ささえあいサービス事業

委託 補助 自主財源 （ 利用料

◆ご近所活動

実績：年間利用延べ ２２５件

○月別利用数

4月: ２４件 5月: ２８件 6月: １８件 7月: ２１件

8月: １７件 9月: ２３件 10月: １９件 11月: １６件

12月: １６件 1月: １０件 2月: １５件 3月: １８件

○内容別利用数（延べ数）

庭の簡単な草取り １６件 住居の清掃・整理整頓 ７０件

ゴミ出し ４７件 衣類等の洗濯 ０件

通院の付き添い ９０件 話し相手 ２１件

墓掃除 ０件 窓ふき ０件

その他 ２件

◆世話人活動

実績：カフェ世話人： １４１件 畑の世話人： ２６８件 運転手：１１３件

◎会員登録者数： ５６名（令和4年3月31日現在）

［内訳］ 依頼会員： ３２名 提供会員： ２４名

◎研修会

認知症住民啓発講演会

・演 題：【認知症になっても働きたい！】

・講 師：漫画家・俳優 蛭子 能収氏

※オンラインにて講演会が開催され、参加する
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 坂

事業内容

　検温・消毒・時間短縮・弁当の持帰りなどコロナの感染対策をしながら、活動継続にむ
けて試行錯誤を行い続けた１年だった。休止した際、当たり前にあった毎月１回の集まり
の大切さを確認でき、開催出来ていることに喜びの声が多く聞こえた。

継続的に参加していた方が、精神的に不安定になり参加が遠のいていたりするケースも
見られるようになっている。コーディネーターとして、その人に合った参加の形を提案しな
がら地域とのつながりを継続できるよう支援していく。

町内全地区のサロンを一同に集まる「全員集合」はコロナ禍により開催できなかったが、
サロンの活動内容・目標シートを作成することで、紙面にてお互いの活動を見ながら交流
となっている。
　尾呂志地区ではオンラインサロンで隣の市の参加者との交流が出来た。

サロンの重要性が増す中、コロナ禍がまだまだ続くと思われるため、つながりが途切れ
ないよう集まり方の工夫や集まれない時につながるツールを参加者と検討しながら、オン
ラインを活用した集まり方も提案していく。

地区の高齢者を中心に、子どもから大人までが身近な場所に気楽に参加でき、生きが
いやふれあいになる場を目的に開催する。

ふれあいサロン

委託 補助 自主財源 （

◆ふれあいサロン実績

実施：町内１０箇所で毎月１回、昼食を入れて約３時間程度の開催

○神木 ○上市木 ○下市木 ○引作・柿原 ○萩内団地 ○尾呂志

○志原 ○山地 ○上地 ○阿田和

参加：年間延べ ９２８名

月別参加人数（参加者数）

4月:８２名 5月:７４名 6月:８６名 7月:８８名

8月:７４名 9月: ０名 10月:９３名 11月:９７名

12月:９１名 1月:９１名 2月:７８名 3月:７４名

＊９月はコロナ感染拡大予防のため休み

◆訪問型ふれあいサロン実績

コロナにより通常のふれあいサロンが休止中の際、孤立防止と状況確認のた

め、弁当配達を兼ねて個別訪問によるサロンを実施。（9月 全地区休み）
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 長田

事業内容

◆上市木地区
　実施回数：９回
  配達件数：延べ５９件
　ボラティア活動数：延べ９名
◆下市木地区(11月、12月、1月はボランティアが調理)
　実施回数：９回
　配達件数：延べ７３８名
  ボラティア活動数：延べ１４４名
◆志原地区(4月、6月、10月、11月、12月はボランティアが調理)
　実施回数：９回
  配達件数：延べ６０２名
　ボラティア活動数：延べ１１８名
◆神木地区
　実施回数：９回
  配達件数：延べ２６７名
  ボラティア活動数：延べ８１名
◆阿田和地区(1月はボランティアが調理)
　実施回数：１８回(２班に分けて実施)
  配達件数：延べ１,２３２名
　ボラティア活動数：延べ１８６名
◆尾呂志地区　※４月は配達も中止した。
　実施回数：８回
　配達件数：延べ３２４名
　ボラティア活動数：延べ１０４名
※コロナのため、一部、業者のお弁当を地域ボランティアが配達することで対応

前年度のように全地区一斉中止ということもなく、各地区のボランティアの状況に合わせ
た実施ができた。調理は出来ずとも、配達なら続けられるという地区もあり「ふれあい型」の
部分は継続できている。

配達を続けることができた一方で、調理の再開が難しくなった地区があり、目的を確認し
ながら活動を支援していく必要がある。

感染予防が習慣化され、ボランティア活動への参加が再開されているように感じる。ボラ
コとしてできるだけボランティアに会って声掛けを行うことで不安を取り除き活動につなげ
ていく。

地区の活動継続が困難な場合には、地区をこえた人材の発掘や育成や活動につなが
る講座などを考え、新たな人材育成に取組む。

ふれあい型の配食サービスとして、高齢者宅へボランティアの手作りお弁当を配達する
ことで、高齢者とボランティアとがふれあい、安否を気遣いながら地域で支えあって暮らし
ていける町づくりを目的とする。

ふれあい配食サービス

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 和田

事業内容

◆ちびっこランドしはら
　実施：毎月第2火曜日　10時00分～11時30分
　　　　（8月と1月は休み、9月は三重県まん延防止等重点措置の為休み）
　場所：志原公民館　　ほか
　参加：３９組（12月はだるまランドと合同で実施）

◆だるまランド(ちびっこランドいちぎ)
　実施：毎月第4火曜日　10時00分～11時30分
　　　（9月は三重県まん延防止等重点措置の為休み、12月はしはらと合同で実
施）
　場所：下市木公民館　ほか
　参加：２５組

コロナ感染対策のため、プログラムなど流動的に変更して、今できることを参加者と相談
し、感染予防対策をしながら、開催が出来る方向をすすめていくことができた。

コロナ感染拡大予防の観点からも、プログラムの内容など流動的に検討する必要があ
る。

コロナによって９月は開催を中止したが、プログラムを変更したり、感染予防対策を行い
ながら開催が継続できるように工夫した。だるまランドでは高齢者と交流がとれるようプロ
グラムの内容を考え取組めた。

次年度においても、コロナ感染拡大の予防を考えながらそれぞれの特色を活かしたプ
ログラムの内容を検討していく。また、多くの方に情報が伝わるようにＳＮＳやチラシの配
布等情報提供を工夫する。

同じ子育てをする者同士がふれあい、育児の不安や悩み事を相談するなど、地域の中
で気軽に集える場所作りを目的とする。

子育てサロンの開催

委託 補助 自主財源 （ 参加費、共同募金
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 腰當

事業内容

◆御浜町ファミリーサポートセンター事業
≪ファミサポの実績≫
　依頼会員：３０名（新規登録者数３名）
　サポート会員:１１名（新規登録者数０名）※うち両方会員４名
　活動実績：２件
　その他の活動：毎月の乳児健診、セカンドブックなどの訪問活動
　○サポート会員交流会
　　実施：３月１５日（火）１０時～１１時
　　参加：６名

◆ファミリーサポーター養成講座の開催
　実施： ７月１７日～１８日の２日間（サポート会員の研修を兼ねる）

◆子育て支援派遣
　○子育てイベントでファミサポ体験、サポート会員と親子の交流会を実施
　〇Ｚｏｏｍで親子体操を実施
　○育児用品リユースで、サポート会員と親子の交流会を実施
　○ファミサポだよりの作成・配布、おひさまトークの実施
　○生活困窮家庭の継続訪問を実施
　○おひさま公式ＬＩＮＥでの情報発信（イベント・行事の周知や報告など）

◆育児用品プレリユース・リユース広場
　実施：年４回（うち1回目はコロナ感染症拡大防止の観点から中止）
　参加者：プレリユース延べ９名、リユース広場延べ１９組

◆子育てイベント「ファミランド～おかいものごっこ＆ファミサポ体験～」
　実施：１２月１８日（土）１０時～１２時
　参加者：１３組

保護者からは、子育てイベントや行事でサポート会員による子どもの見守りがあること
で、リフレッシュになっているという声が聞かれているが、ファミサポの利用にはつながって
いない。

　ファミサポの利用は２件と少ない。

おひさま公式ＬＩＮＥには約７０名の登録があり、子育て支援室やファミサポ情報に加え、
社協の子育てサロンや子育てイベントなど、子育て支援に関する様々な情報を配信する
ことができ、より多くの方にＰＲできたのではないか。

引続き、公式ＬＩＮＥ等を活用し情報発信を行っていく。また、おひさまトークを含め、お
母さん達とコミュニケーションを図りニーズ把握に努める。

子育て支援活動の充実を目指して、ボランティアセンター等と協働で人材育成や公共
機関やイベント等へのコーディネートを行う。また、子育てに関するたまり場支援として、
従来の場は基より保護者のニーズに応じて新しい場の立ち上げ支援を行い、地域で子育
てをしていくことの必要性を再確認していただく。

子育て支援活動の展開

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 長田

事業内容

◆実績
　参加：午前延べ４４名(7月、11月、12月、1月　ランチ提供人数)
　　　　午後延べ４１０名(精神カフェ利用の方も含む)
　　　　　　平均利用人数：午前　０.６名・午後　６.３名
　送迎：要事前予約　(現在４名利用)
　場所：旧喫茶若松　(阿田和4219-10)
　実施：毎週火曜日　10時00分～15時30分　(ランチタイム11時00分～13時00分)
　　　　毎月第２木　13時～15時(精神カフェ)
　協力事業所：・(有)あおぞら　・NPO法人つどい　・(有)であい
　　　　　　　・(株)ひまわり介護サービス

◆その他
　・毎月第２木曜日に精神カフェの開催
　・第４火曜日　ボランティアによる読み聞かせを実施
　・日替わりランチをテイクアウト弁当にして販売(カフェは午後のみ開店)
　・サロンのお出かけ場所としての利用
　・ドクターズカフェ(ケアマネと医療従事者との意見交換の場　６回限定)
　・夏期かき氷の提供、カップ氷(１００円)のお持ち帰りも実施

　緊急事態宣言時にはカフェの営業を休みにしたが、テイクアウト弁当の販売は続けた。
世話人にも少しの時間であっても、カフェを開けることで居場所作りの意味を感じてもら

えたのではないか。

引続き状況をみながら感染予防対策を講じ、休まず居場所の提供が出来るようにした
い。

感染予防を徹底したうえで、テイクアウトからランチに切り替えたいが、弁当販売が知れ
渡っているので、早めの周知が必要。世話人の休みやすい体制作りも考える。
　また、高齢の方々が車で来店されるため事故には細心の注意を払う。

送迎をすることにより外出しづらい方々の楽しみの場所や、毎週通える場所として利用
され出している。また、地域の方々が誘い合いカフェに集まったり、テイクアウト販売をした
ことにより、カフェの認知度は上ってきたように感じる。

スタッフ間で対応を話し合うことで営業が継続でき、カフェに来てもらうことで見守りの役
割もできている。

何気ない相談が、会話の中で行われているため、「相談」としてスタッフ側は意識する。
また、認知症カフェの位置づけを意識しながら事業を取り組んでいく。

地域の福祉拠点の１つと位置づけ、地域や障がいのある方の憩いの場となるようコミュ
ニティカフェへの展開を図る。

カフェ「1go1笑」においての小地域福祉活動の展開

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 坂

事業内容

◆フレンドの会
　　実績：年間９回
　　参加：延べ８５名
　　内容：プラ板、ショッピング、ビーンボーリング、夏祭り、旅行、
          オンライン体操、鬼は外ゲーム、振り返りと予定
◆紀南地域生活交流会
　　実績：２回（４回計画し、２回はコロナ感染予防対策のため中止）
　　参加：延べ２４名
　　内容：ニュースポーツ、運動会
◆歳末事業
　　実施：令和３年１２月２７日（月）
　　参加：５０名（フレンドの会、南紀さんさんワーク、プチトマト、
                  ボランティア）
　　内容：ボッチャゲーム大会
◆在宅介護者に対する支援事業
　　実績：年間５回
　　参加：延べ２０名
　　内容：交流会
◆あくしゅの作成と配布
　　実績：年３回発行
　　読者数：２１３名
◆声の広報配布事業
　　実績：年間１２回
　　対象者：３名
　　ボランティア：６名

年度当初は、コロナのため自粛が続き活動が危ぶまれたが、正しく感染予防対策を行
い、集まり方や内容等工夫することで形を変えながら実施することができた。

活動が継続できるようにボランティア等とも協働し、それぞれの特性をみながら運営の支
援を検討していく。

　個々での活動もあるため、つながりを感じてもらう工夫が必要である。
生活交流会は、熊野市・紀宝町社協と合同の開催のためコロナにより２回の開催となっ

たが、中止となったときにはフレンドの会として開催することができた。

障がい者の方々等、集まり生きがいや交流を深めるグループに対して、ボランティア等
との協働により運営の支援を行う。

在宅の高齢者や心身障がい者の方などに対し、必要に応じて新規たまり場づくりやボラ
ンティアと民生委員児童委員等との協働による支援を行うほか、社会参加を図る各種支
援事業を実施する。

当事者及び当事者組織に対する支援の実施

委託 補助 自主財源 （ 共同募金、参加費
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 喜田

事業内容

◆よりみち広場
　実施：毎週火・木曜日の13時から17時まで一般開放
　　　　　ボランティアグループ「和」に開設を依頼
　　　　　(8月1日～9月10日・12月23日～1月11日の期間は休み）
  参加：１，０９２名（１日の利用者数　約１５名程度）
　開催：年間７５日
　
◆その他活動
　　ふれあいサロン「ひよこの会」会場として活用
　　神木地区のストレッチ同好会が発足しその会場として活用

◆和主催の活動・講座など
　　・学童及び小学校でエコクラフト教室（３回）・パッチワーク教室（１回）
　　・押し絵作り（２回）

よりみち広場は、コロナの状況で一時活動を休止することもあったが、コロナが落ち着い
た時には、ボランティアグループ「和」によりよりみち広場を再開することができ、参加者数
も安定している。ふれあいサロンの会場として継続的に活用され、コミュニティーの促進に
つながっている。

町内、神木の方のニーズに合わせた利用促進をどのように図るか住民の意見を聞きな
がら検討していく。

各世代を意識した事業展開や介護予防事業、ほのぼの館の活用等、神木や町域の
ニーズに合わせた各種事業展開を図り、児童から高齢者まで気軽に集まることができるた
まり場を目指した地域福祉活動を推進していく。また、併せて広報等活用し周知啓発を
行っていく。

地域の福祉拠点（神木ほのぼの館）を開放し、地域福祉の観点から児童から高齢者が
気軽に集まれるスペース（たまり場）を確保するとともに、神木地区のニーズ把握活動や
各種会議を開催し、コミュニティーの形成を図ることを目的としている。

 神木ほのぼの館を活用した地域福祉活動の展開

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 仲・腰當

事業内容

◆ボランティア協力校事業（各３万円助成）
　　実績：町内小中高校　８校
　　内容：各学校において地域との交流会や美化活動、人権学習、福祉体験等
◆福祉教育推進校（１事業につき１万円助成、最高５万円まで助成）
　　実績：神志山小学校　１校
　　内容：学級単位による福祉講演会の開催
　　　　　『ＬＧＢＴ学習』
　　参加者：児童２３名、教員９名、その他３名
　　　　　　（御浜小6年生３３名リモート参加）
◆学校からの依頼による福祉体験
　　実績：５校実施（阿田和中、御浜中、阿田和小、御浜小、神志山小）
　　○阿田和・御浜中学校
　　　内容：車イス体験、福祉講話（１年生対象）、認知症講座、
　　　　　　福祉を深めるワーク
　　○御浜小学校・神志山小
　　　内容：福祉講話・車いす体験（４年生対象）
　　○御浜小学校
　　　内容：健康福祉センター見学、事業への参加（１年生対象）
　　○阿田和小学校
　　　内容：福祉講話・ボッチャ体験（４年生対象）
　　○神志山・御浜小学校
　　　内容：障がいに関する講話・ボッチャ体験（４年生対象）
　　　協力者：土井氏
◆子どもボランティアグループプチトマト
　 　登録人数:２０名
   　活動:プチトマト会議（４回）、新聞作成（町内小学校に配布）、
　 　　　 配食弁当に添える手紙作成

活動はできる限り継続して行いたいという学校の意向がみられ、活動につながっている
一方、コロナによって中止となる活動もあった。

プチトマトの活動においては、コロナの状況により自宅でできる活動のほか、歳末事業
ではボッチャを通して応援し合ったり、励まし合うなど、地域の方と積極的にコミュニケー
ションをとる姿が見られ、思い合う心を養う場となった。

学校の福祉教育においては学校側のニーズを把握し、福祉体験の目的を共有していき
学生の生活をイメージした学びのプログラムを検討していくことが必要。

それぞれ学校の特色による取り組みが行われており、地域の方と交流を持ちボランティ
アや思い合いの心を育むきっかになっている。

プチトマトの活動においては、地域の方と交流の機会を持つことで、自分達の活動を評
価してもらうことができ、やりがいを感じられたのではないか。

　継続してつながりがもてる活動ができるよう、サポートをしていきく。
また、学校及び地域のニーズを把握し、学校と地域がつながりが持てるように提案をし

ていく。

御浜町内の小・中学校および高等学校を対象として、高齢者及び障がい者等との交流
や各種福祉活動等により、ノーマライゼーションやボランティアに対する理解を深めるとと
もに、思いあいとやさしさの心を育むことで、児童、生徒を通じて家庭及び地域社会の啓
発を図ることを目的とする。

児童生徒ボランティア啓発事業

委託 補助 自主財源 （ 共同募金
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 仲

事業内容

◆実績【みはまっこレンジャー企画分】

第１回　　プラバンアクセサリー作り　4月12日（土）9時30分～11時45分
　　　　　場所：福祉健康センター　　参加者：１２名
　　　　　※コロナ感染防止のため令和3年1月23日（土）延期分

第２回　　※5月15日に予定していたがコロナ感染予防のため延期
　　　　　走り方教室　　　　　　　　11月20日(土）14時00分～15時30分
　　　　　場所：尾呂志学園　　　　　参加者：１５名
　
第３回　　科学教室　　　　　　　　　6月26日(土）9時30分～11時45分
　　　　　場所：中央公民館　　　　　参加者：７名

第４回　　ダンス教室　　　　　　　　7月4日（日）10時00分～11時30分
　　　　　場所：阿田和公民館　　　　参加者：１９名

第５回　　フュージングガラス作り　　11月6日（土）10時00分～11時00分
　　　　　場所：福祉健康センター　　参加者：１７名
　
第６回　　クリスマス壁飾り作り　　　12月4日（土）10時00分～11時00分
　　　　　場所：阿田和公民館　　　　参加者：２０名

第７回　　UVレジン　　　　　　　　　3月27日（土）9時30分～11時00分
　　　　　場所：志原公民館　　　　　参加者：８名
　　　　　※2月7日に予定していたがコロナ感染予防のため延期

当初、計画していた講座をコロナの状況で延期をした講座もあったが、年度内に行うこ
とが出来た。子ども達の体験活動ができる場づくりができ、参加者同士での交流が図れて
いた。

コロナにより募集人数を減らしているため、講座によっては参加できない子どもたちもい
た。講座を２回に分けて開催するなど工夫が必要である。

前年度に引き続き、ボランティアグループ、教育委員会、社協の協働として各団体の目
的を定期的にすり合わせる。開催講座によって開催時間や回数を検討しながら実施して
いく。また、参加者から開催講座に関するアンケートの実施を検討する。

町教育委員会やボランティアとの協働で、子どもたちがさまざまな体験活動ができる場と
気軽に安心して集える場（たまり場）作りとして開催する。また、新しい人間関係や仲間づ
くり、地域の様々な世代の方々とのふれあいを通じて、子どもたち自身が地域を理解し、
活動する自覚や能力を育成する。

みはまっこ体験クラブ

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 腰當

事業内容

◆福祉コミュニティー推進事業（地区助成事業）
　実績：なし
　※コロナの関係で活動を自粛のため

◆地域福祉活動助成事業（小地域助成事業）
　実績：なし
　※コロナの関係で活動を自粛のため

各地区で例年行っている交流事業に関して、コロナ禍で慎重になっており申請はな
かった。 育成会や地域の方々との交流の機会となるため、活用していただけるような働き
かけが必要である。

　活動の自粛が続く可能性がある。

　共同募金の配分金が活用されていることをＰＲする機会にもなると考える。

社協だより等で広報を行うとともに、形を変えてできる方法なども提案し地域活動に活用
していただけるように働きかける。

地域内における児童福祉と地域福祉の推進を図る観点から、子どもを含めた地域住民
が数多く参加し、地域内の人と人とのつながりを深めると共に世代間交流等の促進を通じ
て、地域福祉コミュニティーの形成を図ることを目的とする。

 地域福祉教育推進事業

委託 補助 自主財源 （ 共同募金

- 27 -



事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 喜田

事業内容

　介護予防イベント・集いの場活動促進イベント等を計画していたが、集まるこ
とが難しい状況のため、オンラインを活用し１か所のサロンと熊野市たまり場の
代表者と交流を実施した。前年度に引き続き冊子を作成。

◆くまの・みはまサロンたまり場オンライン交流会
　内容：尾呂志地区サロンと熊野市のたまり場代表者とのオンライン交流会
　　　　ゲームでの交流とお互いの活動紹介や悩みの共有を行った。

◆集いの活動集作成
　内容:各地区サロン・たまり場活動においてコロナ禍での取組みについて
　作成数:５００冊　町内の希望者へ配布
　

コロナ禍により集うことが難しい状況の中、オンラインを活用することで隣の市と交流が
でき、ひとつのツールとして参加者の中で認識していただけた。また、オンラインに参加し
ていないサロン・たまり場の方々もそれぞれで活動を振り返り、１つの冊子にまとめること
で、各地の活動を知ることができ、会えないが紙面を通してつながりを感じていただけた。

全員集合のような一同に介してのイベントはもう少し難しいと思われるため、オンライン
交流会の方法等の工夫が必要である。

全員集合のような一同に介してのイベントは難しいと思われるため、オンラインを活用し
た交流の方法等を検討し介護予防への取組みを促進する。

高齢者が住み慣れた地域の中で、生きがいを持って暮らせるための意欲促進、楽しみ
を持って集える場の確保、介護予防への取組みを促進することで高齢者が自立した生活
を継続できるような環境づくりを目指し、高齢者の社会参加促進を図る。

介護予防・交流促進支援事業

委託 補助 自主財源 （ 共同募金
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 仲

事業内容

◆実績
　実施：10月16日（土）13時～15時
　参加：２１９名
　場所：御浜町中央公民館
　内容：主催者挨拶、来賓祝辞、来賓紹介、祝電披露
　　　　アトラクション：「彩雅」による津軽三味線の演奏
　　　　　　　　　　　　「藤田紀江」による演歌、歌謡ショー
　　　　※来場者に粗品（紅白饅頭）の配布

来場者は、検温・消毒等に協力的であった。感染予防対策をアトラクションの劇団も含
め講じ開催することができた。

　感染予防のためかバスの利用を控える傾向も見られたため、運行方法を検討する。
終了後、バスで帰る来場者への案内アナウンスがあったが、自車・徒歩で来場者への

案内アナウンスがなかったため次年度からは来場者全員にアナウンスが必要。

　来場者から喜びの声が聞かれ、敬老会を楽しみにしている様子を伺うことができた。

次年度もコロナの状況を見ながら行政と連携を取り、感染予防対策を講じ安全に開催
できるようにする。

住民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深め、かつ老人が自らの生活の向
上に努める意欲を促す為、老人週間を目処としてこれにふさわしい「御浜町敬老会」を開
催することを目的とする。

御浜町敬老会の開催

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 喜田

事業内容

◆実績
　　訪問対象世帯数:１４５世帯（令和4年3月31日現在）
　　ボランティア数:　２０名　（令和4年3月31日現在）

◆会議の開催
　　地区別座談会にて「地域のみまもり」について意見交換を実施
　　　神木・尾呂志地区　　6月29日
　　　阿田和地区　　　　　6月30日
　　　市木・尾呂志地区　　7月15日

◆研修会
　　実施:1月29日（土）13時30分～15時00分
　　場所:御浜町中央公民館アメニティホール
　　　　　Ｗｅｂ会議ツール「Ｚｏｏｍ」を利用したオンライン開催
　　内容:「御浜町の認知症の取り組みについて」
　　　　　　　　地域包括支援センター　西　　勉　氏
　　　　　講演会「認知症になっても働きたい！」
　　　　　　　　　　　蛭　子　能　収　氏

コロナ禍で訪問活動ができない時は、前年度に引続き電話等何らかの方法で関わりを
持つことを継続できた。訪問した時は、距離を置き短時間で行うなど工夫をして取組めて
いた。

現状の中でつながり続けていくために、活動に対しての意識が薄れず継続していけるよ
う必要性について伝えていく必要がある。

コロナ禍で新たな活動の展開が難しい状況であったが、地域で行われている見守り活
動を形にできないかと２地区より話があった。地区別で会議を重ねたが、今回は具体的な
活動にはつながらなかった。しかし、このような話をする場ができたことが新たな展開で
あったと考える。地域の声を聞きながら、仕組みとして継続するところと見直すとところを再
度検討していく必要があると思われる。

コロナの状況をみながら、前回検討していた地域の活動とのタイアップなどの仕組みを
検討していく。

民生委員児童委員協議会と地域ボランティアとの協働で、虚弱や認知症により近隣との
関係が希薄となっている方を月２回定期的に訪問し、地域とのつながり作りを目的に行
う。

 高齢者見守り活動の再構築

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 長田、仲

事業内容

◆学生ボランティア講座
　　実施：8月5日（木）10時00分～15時00分
　　対象：町内の小学生　３〜６年生
　　参加：５名　(男子２名、女子３名)　6年生…２名　4年生…２名　　3年生…１名
　　内容：本の読み聞かせを体験
　　講師：下川喜美子氏、向井淳子氏　(ボランティアグループ　お話し会「ピノキオ」)

◆しゅみ活動講座
　【１回目】
　　実施：5月12日(水)　14時～16時
　　参加：７名
　　内容：初心者向けスマホ教室
　　講師：浦垣内　順平氏・助手１名(ドコモショップ熊野店)
　【２回目】
　　実施：3月24日(木)　13時30分～15時30分
　　参加：６名
　　内容：箸作り　(木工を気楽に楽しむ)
　　講師： 洞　博治　氏　(御浜町阿田和)

◆手話教室
　　実施：8月25日(水)13時30分～15時00分
　　参加：２６名（小学生）
　　　　　(福祉センター６名、Ｚｏｏｍ参加者　つどいあたわ学童１９名、自宅１名）
　　講師：手話サークル「オレンジ」　　山本容子氏(ろう者）　山本恭子氏(手話通訳者)

コロナ禍のため、少人数での開催となったが、町内で活動しているボランティアを講師
に迎えることで、身近でいろいろな活動をしている方々を知っていただくことが出来た。オ
ンライン活用の講座をすることで、離れていてもつながれることを参加者にも体験していた
だけた。

世代別ニーズの把握の方法を考え、継続できる内容を考える。受講後のフォローアップ
も必要。

コロナにより生活様式が変化する中で、地域の状況に合った講座等が提供できるように
情報収集が求められる。

講座を行う際に単発ではなく次の展開も意識した内容の検討し、興味のあるものを探る
ために、訪問やアンケート調査などを行う。開催にあたっては、コロナ感染対策のため定
員を少なくし、短時間開催とし、実施回数を増やすなど工夫を行う。

地域福祉に関する意識の啓発や、住民参加による福祉活動ボランティアの普及・啓発・
育成のためにさまざまな養成研修、講座を開催する。

ボランティア育成事業の実施

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

収入の状況

目　　的

【年間のべケアプラン数】

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 植村

323 1,357 1,712

事業対象者や要支援者及び要介護者が心身の状況や置かれている環境等に応じて
本人や家族の意向を基に、サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の
計画を作成するとともにサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護
保険施設等との連絡調整、その他の便宜を図る。

事業内容

要介護状態となった場合においても、その利用者様が可能な限りその居宅にお
いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう配慮し、利
用者様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者様の選択に基づ
き、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効
率的に提供していく。

事業対象者 要支援者 要介護者 計

32

居宅介護支援事業（御浜町ケアサポートセンター）

当初予算額 23,336,000 収入実績額 22,790,478 達成率 97.7%

◆今年度は実質４か月間ケアマネが１名減となり３名体制で行っていた為、新規利用者
様の受け入れが出来ず、前年度より１１名少ない月平均１４２名の方の支援を行った。

◆コロナ禍により入院中の面会や施設の面会が困難となった事で、悩む家族の気持ちに
寄り添いながら、最後の時間を自宅で家族と過ごす選択をされた方々の支援を行う事
ができた。

◆特定事業所加算による記録、加算に対する記録などの事務負担が大きい。
◆コロナ禍が長期化する中、コロナ慣れすることなく引き続き感染対策が必要。
◆自宅で最後まで過ごしたいと希望される方が増加傾向にある中、介護タクシー、福祉

有償運送の不足で送迎の手配が困難な状況。

◆ケアマネ４人体制を維持する事で、利用者様の受け入れもコンスタントに行えるようにし
ていく。

◆コロナ禍により引き続き日頃からマスク、消毒等の感染対策を心掛けていく。
◆ＩＣＴの活用により業務の効率化に取り組んでいく。
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事 業 名

収入の状況

目　　的

【年間延べ利用者数】

256 件 ］

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 桐本

789 4,413 99 5,314

［ 年間キャンセル数： 利用率： 95.4%

事業対象者や要支援者及び要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能
力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援する。

事業内容

ホームヘルパーが事業対象者や要支援及び要介護状態の高齢者の居宅を訪問し、入
浴、排泄、食事介助等の身体介護、生活全般（掃除、洗濯、買物、調理等）に亘る生活支
援を行う。
　その他、通院等のための乗車又は降車の介助を行う。

事業対象者 要支援者 要介護者
（乗降のみ除く）

乗降介助
のみ

計

13

訪問介護事業（御浜町ヘルパーステーション）

当初予算額 20,259,000 収入実績額 18,016,389 達成率 88.9%

◆利用率は前年度と特に変わりないが、全体的な利用者数は減っている。

◆ショートステイを利用される方が減り、キャンセルは減少している。

◆訪問回数の多い利用者様が、退院後や施設入所の順番等中止になると、利用者数が

大きく減少する。

◆月１回の定例会では、テーマを決めて行ったが、コロナの影響が続き調理実習等の研

修が出来ず、時間短縮や個別の定例会等とした為、サービスの質の向上が困難で

あった。

◆利用者様がデイサービス等のサービスを新規に利用する際、訪問の曜日変更の希望

があるが対応できないことがある。

◆パートヘルパーの多くが、扶養内の所得制限や他の仕事と兼務していることもあり、新

規受入れや追加訪問の調整が難しい。

◆パートヘルパーが不足しており、毎日訪問や訪問回数の多い依頼には対応が難しくな

る。

◆介護者側の視点ではなく、利用者様の生活に合わせた支援を行うことで、自立支援に

つなぐことができるようサービスを提供していく。

◆利用者様をしっかり見て、個人に寄り添った対応が取れるよう心がけていく。

◆研修会へ積極的に参加し、定例会等で共有する事で、個々の質の向上を目指してい

く。

◆利用者様や家族様との信頼関係をしっかりと築き、サービスの質を統一する。
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事 業 名

収入の状況

目　　的

【年間延べ利用者数】

611 件 ］

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 西口

451 6,683 7,144

［ 年間キャンセル数： 利用率： 92.1%

事業対象者や要支援者及び要介護者が居宅において、可能な限り現在の日常生活を
維持・向上していけるように、機能訓練や認知症予防等、個別のニーズに合わせてサー
ビス提供することで、利用者様の社会的孤立の解消や家族の介護負担の軽減を目的と
する。

事業内容

利用者様の身体機能の維持向上や楽しみ、生きがいにつながる様に、送迎、昼
食、入浴、機能訓練、レクリエーション等のサービスを提供する。また、本人や
家族様の介護に関する相談や助言を行うことで、在宅生活の延長であるデイサー
ビスを身近に感じていただく。

事業対象者 要支援者 要介護者 計

10

通所介護事業（御浜町デイサービスセンター）

当初予算額 71,560,000 収入実績額 72,783,850 達成率 101.7%

◆毎日型（月～金曜日の利用）の利用者様が増加し１０名となった。

◆12/29が今年度から通常営業となった。（前年度は特別営業） ほとんどの利用者様が

予定通り利用され、７名の特別利用があった。

◆施設入所や死亡等の理由により利用者増にはつながらなかった。

◆職員間（パート職員含む）の情報共有がうまくいかないことがあったが、ホワイトボード

を活用することで伝達ミスの減少につなげることができた。

◆職員の介護技術のばらつきを減らし、統一化を図る必要がある。

◆職員の仕事に対する意識や支援の考え方に違いが見受けられる。

◆認知症から理解力が低下し予測できない行動をする利用者様が増えており、転倒等

のリスクが高くなっている。

◆定例会にて、介護技術等に関する研修を行う。また利用者一人ひとりに対し、統一され

たサービスを提供できるようにする。

◆環境を整備し、事故の回避に努める。

◆介護事故が発生してしまった場合は、上位者へ報告すると共に迅速かつ適切な対応

を図る。

◆職員ミーティングは継続して行い、職員間で情報や課題の共有を密にすることで、問

題の解決に努めていく。
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事 業 名

収入の状況

目　　的

【年間延べ利用者数】

19 件 ］

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 仲

144

［ 年間キャンセル数： 利用率： 91.9%

要介護者５

10 60

訪問入浴介護事業は、要介護者等がその心身の状況や置かれている環境に応じて、
本人や家族の意向をもとに適正な訪問入浴介護を提供することを目的とする。

事業内容

　自宅まで訪問入浴車で訪問し、居室で入浴していただくサービス。
２分割式の浴槽を組み立て、利用者様ご本人の身体状況に応じ入浴ボードまた

は入浴担架を使用し入浴を行う。利用時の状態により清拭での対応も行う。でき
るだけベッドの近くで入浴していただき、ベッドと浴槽間の移動は必ず介護職員
が介助して行う。

要支援者１ 要支援者２ 要介護者１ 要介護者２ 計

0 0 0 2

216要介護者３ 要介護者４

訪問入浴事業（御浜町訪問入浴サービス）

当初予算額 3,350,000 収入実績額 2,848,730 達成率 85.0%

◆今年度も前年度に引き続き、要支援者の利用はなし。

◆年間を通じ利用者数の変動が激しい。１日の利用人数が２～４名の間で変動し

ており、理由として終末期の利用者が増えたことにより短期的な利用によるも

のである。

◆新規のご依頼は８名。１名の方が入所、７名の方が死亡の為、利用中止となった。

◆訪問看護、訪問診療等、医療サービスを利用されている方が多く、病状や、傷の処置

等を含め、医療との連携が重要になっている。

◆常に安全に気を配り、事故防止に努めた。

◆終末期の方に多くご利用いただけるようになったが、短期の利用が多いため、１日の利

用者数が安定しない。

◆訪問入浴事業は、経営的に厳しい面もある。現在は、町内でサービス提供を行ってい

るのは社協だけだが、御浜町をサービス提供エリアとしている事業所もあり、今後につ

いて検討していく必要がある。

◆他事業所のケアマネジャーにも周知を行い、新規利用者の獲得に努めていく。

◆他職種の事業者と連携を図り、統一されたサービスの提供に努める。

◆安全・安楽を心がけ、喜ばれるサービスの提供に努める。
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事 業 名

収入の状況

目　　的

【計画相談支援実数】

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者

暫定

3 1

植村

6

障がい者（児）がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を
営むことができるように支援することを目的として、障がい福祉サービス等を提供する。

事業内容

障がい者（児）がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会
生活を営む事ができるよう配慮し、その方の心身の状況、その置かれている環境
等に応じて、本人又は障がい児の保護者の選択に基づき、適切な障がい福祉サー
ビス等が、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう支援する。

障がい児 区分１ 区分２ 区分３ 計

2 1 1 4

18区分４・５ 区分なし

特定相談支援事業・障害児相談支援事業（御浜町指定障害者相談支援事業所）

当初予算額 421,000 収入実績額 681,580 達成率 161.9%

◆年々計画相談の件数が増えてきているが、状況に応じたモニタリングだけでは、利用

者様及びご家族との関係性を構築していくのが難しい面もある。

◆計画相談の仕組みとして毎月報酬があるわけではなく、また、利用者数が増えてくると

アセスメントやモニタリングに十分な時間を取って関わっていく事が難しい。

◆計画相談を行っている事業所が少なく、業務負担が増える時もあったが今年度新しく

計画相談を行う事業所が増えた為、地域としては一時的には受け皿が増えたが、将来

的にはまだまだ不足している状況。

◆地域に障がい者サービスの社会資源が少なく、個々の障がいにあったサービスを提供

するのが困難な場合もある。社会資源が少ない中、地域全体としての取組みが必要。

◆地域として不足しているサービスや資源等もあるため、御浜町の障がい者福祉サービ

スの充実と向上が図れるよう、行政やサービス事業者と連携し取組んでいく。

◆相談内容の多様化が考えられる為、柔軟な対応を行う。

◆ご両親が子供さんの障害を受容しきれていないと感じる場面もあり、一つ一つの言葉

に細心の注意を払う必要がある。
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事 業 名

収入の状況

目　　的

【年間延べ利用者数】

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 桐本

40

地域生活支援給付 0 0

障害者総合支援法の趣旨に基づき、利用者の意思と人格を尊重するとともに、常に利
用者の立場にたち、居宅において日常生活が営めるよう必要なサービスを提供し生活の
質の向上等を図ることを目的とする。
（居宅介護事業・重度訪問介護事業（自立支援給付）、移動支援事業（地域生活支援給
事業））

事業内容

移動の介助、生活全般（掃除、洗濯、買物、調理等）に亘る援助を行い、生活
等に関する相談及び助言を行う。

種　別 実利用者数 延べ利用回数

自立支援給付 1

障がい者への訪問サービス事業（御浜町ヘルパーステーション）

当初予算額 73,000 収入実績額 90,220 達成率 123.6%

◆自立支援給付対象者が１名利用された。

◆相談支援専門員と、連携を取りながら在宅支援を行うことができた。

◆精神面では以前より落ち着かれており、固定のヘルパーが訪問することで安心されて

いる。

◆利用されている方は就労を行いながらサービスを利用されており、体調不良や通院等

の外出も多く、キャンセルになり支援が行えなくなる。

◆家族が退職され、在宅となり、支援の必要性を関係機関と連携していく。

◆各関係機関と協力し、安心した在宅生活を送るためにコミニュケーションを取り、意思

を尊重しながら支援していく。
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事 業 名

収入の状況

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 坂

障害者総合支援法に基づき、障がいのある方を対象に、参加者一人一人の個性を尊
重し、創作的活動・生産活動・社会との交流促進及び相談支援を目的に開催する。

事業内容

◆実施：毎週水曜日
◆内容：午前　朝の会や園芸活動（野菜や花の栽培、収穫等）、創作活動、
　　　　　　　お口の体操等
　　　　午後　テレビ体操やレクリエーション、おやつ、棒体操等のサービス
◆延べ参加者数　３４１人

　園芸活動では花や野菜を育て、きれいな花を見て感動していただいたり、収穫
や食の楽しさ等を体感していただけるように支援する。また、自分の役割や参加
意識を持っていただくため、職員と二人組で当番制（昼食準備やお口の体操、棒
体操の世話等）を設けている。更にボランティアの協力も得ながら、自分たちで
栽培した野菜等を使った昼食やおやつ作りを行う。

毎年、祭りに向けた作品（雑巾刺繡など）を作っている。年々上達してきており仕上がり
がとても綺麗ですばらしい物になっている。

地域活動支援センター事業（にこにこデイサービス）

当初予算額 2,301,000 収入実績額 2,301,600 達成率 100.0%

コロナ対策をしながらすすめていくことになり、季節の野菜を中心に栽培したが、コロナ

禍により収穫した野菜でカレー作りやおやつ作りをする事が出来なかった。しかし、ゲー

ムや創作活動では季節の行事に合わせたものを取り入れることで、四季を感じていただ

き、一つの作品をみんなで協力し作り上げることで達成感を味わえた様に思う。また、相

長く利用していただいているメンバーが多いので、和気あいあいと出来ているが、介護

保険との併用の方も出てくるなど、今後、高齢化に伴うサービス内容や選択が必要となる。

身体機能の変化などにも留意し、それぞれの特性にあった支援が行えるようにしていく。
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事 業 名

収入の状況

目　　的

【登録会員数】

【年間延べ利用者数・回数・走行距離】

延べ利用者数： 人 回

km

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 桐本

46 14 1 6

計 78

123 利用回数： 353

走行距離数： 1,604.2

要介護者や障がいのある方など、公共交通機関を使用して移動することが困難な方を
対象に、通院、公的機関への用務等を目的に行う有償の送迎サービス。（道路運送法第
７９条第３号）

事業内容

◆車輌・・・福祉車輌（軽４台）・一般車輌（軽２台）
◆運転者・・４名登録
◆運賃・・・≪介護保険連動型≫片道2kmまで200円、
　　　　　　　　　　　　　　　その後2km増す毎に50円加算
　　　　　　≪介護保険外対応型≫片道2㎞まで300円、
　　　　　　　　　　　　　　　　その後1㎞増す毎に100円加算
◆目的・・・通院、公的機関への用務など
 

要支援者等 要介護者 身体障がい者 精神障がい者 知的障がい者

11

福祉有償運送サービス事業

当初予算額 121,000 収入実績額 102,500 達成率 84.7%

◆通院のための乗降介助を中心に支援を行い、事故なく安全に運行することができた。

◆毎月１０名～１１名の方が利用された。

◆運転者として４名の登録をしているが、通常は訪問業務や、不定期で仕事を行ってい

る為、送迎サービス業務を常に行うことはできない。

◆運賃は当初から変更しておらず、他事業所と比べかなり低くなっているため検討する

必要がある。

◆利用者様の状態に合わせ、安心安全に利用していただく。

◆安全運転を心がけ、事故を起こさないよう運転手に対し注意喚起する。
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 腰當

事業内容

◆利用実績
 ○長期間の貸出し（新生児や乳児を養育する保護者への貸出し）
　　ベビーシート：０件　　チャイルドシート：０件　ベビーカー：１件
　　ベビーベッド：１件　　ベビーバス：０件　　　　ベビーバスチェア：０件

 ○短期間の貸出し（帰省や里帰り等の一時的な貸出し）
　　ベビーシート：１件　　チャイルドシート：１件　ベビーカー：２件
　　ベビーベッド：３件　　ベビーバス：０件　　　　ベビーバスチェア：０件

定期的に広報を行ったことで、短期間の利用にもつながった。チャイルドシートやベ
ビーベッドは購入費用も高いため支援が必要である。また、事業を通して、社協の行事や
子育て支援室について案内したり、妊婦を対象にしたプレリユースで相談を受けることも
あり、つながりのきっかけになっている。

利用期間は重なることはなかったが、必要に応じて育児用品の購入を検討する必要が
ある。

コロナ禍のためか貸出しが減っていたが、徐々に里帰り出産による祖父母の利用も増
え、利用者から喜びの声が聞かれている。

定期的に広報を行い、育児用品貸出事業から子育て支援室の利用や育児用品リユース
などへの参加へとつながり作りを意識して対応していく。

住民相互の支え合い活動と地域福祉活動の観点から、子育て家庭に対して育児用品
を貸出すことにより、子どもの健全な成長を支援するとともに、若い世代の方とのつながり
を作り、また子育てに係る経済的負担の軽減を図り子育て家庭を支援しすることを目的に
行う。

育児用品貸出事業

委託 補助 自主財源 （ 社協会費
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 和田

事業内容

◆車イス車輌貸出実績:　２７件
   4月:２件　 5月:１件　 6月:３件　 7月:５件　 8月:３件　 9月:１件
  10月:２件　11月:１件　12月:２件　 1月:２件　 2月:３件　 3月:２件

◆ストレッチャー車輌貸出実績:　８件
   4月:１件　 5月:３件　 6月:２件　 7月:１件　 8月:１件　 9月:０件
  10月:０件　11月:０件　12月:０件　 1月:０件　 2月:０件　 3月:０件
　［用途別貸出件数］
　　　医療機関への通院治療及び入退院　　　　　　３３件
　　　地域行事や買い物など、生活支援による外出　  ２件

◆介護ベッド貸出実績：１３件（長期貸出:　１３件）
　 4月:２件　 5月:０件 　6月:０件　 7月:０件　 8月:１件　 9月:０件
　10月:３件　11月:１件　12月:３件 　1月:１件　 2月:０件　 3月:２件

◆車イス貸出実績：２３件（長期貸出:　３件）
 　4月:１件 　5月:３件　 6月:２件　 7月:１件　 8月:０件 　9月:３件
　10月:３件　11月:３件　12月:１件　 1月:１件　 2月:４件 　3月:１件

◆寝たきり者等寝具消毒サービス：実績なし

ベッド、車イスともに一定のニーズがあり、在宅生活におけるＱＯＬ向上につながってい
る。車イスは、怪我や体調不良の為、生活において一時的に必要になった方に対しての
必要性は高い。福祉車輌に関しては、通院治療や入退院が大半である。今年度はスト
レッチャー車輌が9月以降の利用はない。通常の車輌では外出が難しい方の定期通院に
活用していただけた。高齢者や障がい者、ケガ等の理由により通常の車輌での外出が困
難な方への外出支援のツールとして必要性は高い。

通院の為の利用がほとんどであったが、生活支援につながる外出に対する貸出しも
あった。生活支援での外出に対する貸出しについて周知し、活用していただけるようにす
る。

他事業者からの依頼や問い合わせも多くなっているため、事業内容について丁寧に説
明し、トラブルなく今後も利用者のニーズに対応できるようにする。また、ベッドに関しては
長期利用予定から短期利用となるケースがあり、マットレスのクリーニングの費用の負担が
大きくなった。

次年度においても貸出前、返却時に点検・消毒を行い、安心・安全に利用していただけ
るよう留意する。ベッドに老朽化が見られるため、必要に応じて購入も検討する。

また、ベッドの貸出しに関しては短期利用となるケースが増えており、マットレスのクリー
ニングの費用の負担等のからベッドの貸出し料金の徴収方法の見直しを考える。
　ＨＰや広報誌等ＰＲについては今後も継続して行う。

　ベッドは１台の寄付があり２４台となった。
　車イスは１台の寄付があった。

在宅で介護されている家族または要支援・要介護の状態となっている方々に対して、在
宅介護負担の軽減を目的に必要な介護機器・福祉車輌等の貸出を行う。

在宅介護者支援事業

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 腰當

事業内容

◆利用実績
　○全貸出実績:４６名（残り機器数２１台）
　○年度内貸出実績:６名
  ○年度内の撤去件数：８件

離れて暮らす家族からも喜びの声が聞かれており、装置を設置することで不安の軽減
になっている。利用者にとっても自宅で安心して暮らしていくための安心材料となってい
る。しかし一方で、「使うことがないから撤去してほしい」などと、利用者様から相談を受け
ることもあり、その都度訪問し装置を設置する目的等を改めて説明する必要がある。

センサーを取り付けていたドアが故障のため閉まらなくなり、生活周期異常で通報がい
くケースがあった。

緊急時に使用するものであり、使用頻度が低いため装置の必要性を感じないと話される
利用者様もいる。装置に関する相談があった場合は、訪問し目的等を丁寧に説明する必
要があると感じた。

安否確認ができているが、生活周期異常で通報が何日も続くというのは機械の故障な
ども考えられるため、できるだけ早く訪問し状況確認を行う必要がある。南紀プロパンと連
携し情報共有に努める。

町内の一人暮らし等で見守りを要する高齢者に、日々の安否の確認や緊急時の迅速
で適切な対応を可能にするシステムの整備を図ることで、住み慣れた地域での在宅生活
を支援し、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

見守り・緊急時対応システム事業

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 坂

事業内容

◆まちかどチェアエクササイズ
　【志原地区】
　　実績:４５１人
　　開催:３９回（毎週月曜日午前）
　【阿田和地区】
　　実績:７１８人
　　開催:３８回（毎週火曜日午前)
　【市木地区】
　　実績:６４１人
　　開催:３８回（毎週火曜日午後)

◆まちかどエクササイズ神木
　　実績:２７９人
　　開催:３３回（毎週月曜日午後）

◆訪問型エクササイズ
 　コロナ自粛で８月２週～９月末まで休み
  　実施:近況報告ハガキ送付
　　内容:自宅での様子などを返信してもらった
　　ハガキ発送:６６人　　（　返信４４人　）

体を動かす機会と共に交流の場として機能している。コロナで事業が休止中の際は、つ
ながりを継続するため参加者全員にハガキを送り、返信してもらうというやり取りを行った。
そこで、多くの方が自宅でも体操をしていた事や事業の再開を待っている事などが分
かった。

自宅でも出来る体操を紹介していただき参加者へ伝えたことで、事業休止中でも自主
的に運動している方が多く見られた。
　人数が少なかった月曜日の志原地区も、利用者数が増えた。

運動する機会と交流する場としての機能を保ちつつ、コロナの状況により中止となった
場合などは、訪問型に切替えるなどし、参加者の方が孤立せず体を動かす機会を確保し
ていく。

高齢者の介護予防を目的に、筋力アップの運動、口腔機能の向上、記憶力アップ等の
効果が期待される音楽体操教室を行う。

一般介護予防事業

委託 補助 自主財源 （
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者 長田、畑野

事業内容

手話の学習会も町内の感染状況をみながらの活動となったが、フェイスシールドを使用
するなど、基本的な感染予防を行いながら勉強会を開催した。

マイクロバスの貸出は、地域にも周知され出したことや、活動が少しずつ再開してきたた
め昨年より貸出件数が増加した。

　貸出件数が増えたことで、事業との兼ね合いや予約の重複をしないよう注意が必要。

手話サークルにおいては、少人数で行われており、楽しみながら手話が学べる場となっ
ている。

前年度同様、状況に応じながら、申請時には滞りなく利用いただけるよう活動をサポート
していく。

また、手話サークルオレンジが学習だけでなく、より自主的な活動として続けていけるよ
うな支援を行う。

福祉団体等の事業に対して、施設やマイクロバス等の車輌貸出等を行うことにより、地
域福祉の推進やボランティア・市民活動への支援及び社協活動の周知に繋がることを目
的とする。

 福祉系サークル等に対する協力

委託 補助 自主財源 （ 社協会費

◆手話サークル

年間を通じて手話学習会を開催し、技術の向上を継続的に図る

○実施:毎週火曜日 19時30分～21時

○開催:３３回/年(年末年始、盆、感染状況により随時休みとした)

○会員:２８名

○場所:町福祉健康センター

◆マイクロバス等の車輌貸出

次の事業を行う団体にマイクロバスの貸出を行う。

（一部の団体はワンボックス車可）

【利用可能団体】

・御浜町内の福祉団体 ・町内の各自治会、町内の各自主防災組織

・公共性の高いと思われる団体等 ・御浜町役場、町内各小中学校

・ボランティア・市民活動に該当すると思われる団体で、御浜町ボランティア

センターへ登録している団体

○貸出実績:１９件（マイクロバス１９件） キャンセル４件

○貸出団体:７団体

・御浜中学校 ・阿田和中学校 ・尾呂志学園

・南紀さんさんワーク ・ＡＭドリームス ・御浜町老人クラブ団体連合会

・紀南視覚障がい者福祉会
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事 業 名

財 源 元 ）

目　　的

総　　評

課　　題

その他
(所感等)

改善への取組
み・方向性

特記事項

記 入 者

今後も修繕箇所を確認し、修繕費等も含めて行政に相談しながら対応していく。貸館に
ついても、団体等のニーズを確認しながら検討していく。

芝

事業内容

①施設の適切な維持及び管理
　○日常的な保守点検
　○修繕・交換の実施
　　・蛍光器具の修理　　　　・蛍光灯の交換
　　・誘導等の修理　　　　　・浴室の修繕
　　・合併浄化槽機器の交換　・カーペットの交換
　　・空調機器の修繕　　　　・換気扇の取り換え

②緊急事態発生時の対応策・その他安全対策
　○年２回の避難訓練の実施
　◯ガラスへの飛散防止フィルムの施工

③点検業務等の第三者委託
　○第三者への業務の委託契約
　　・電気設備保安管理業務　　・消防設備保守点検業務
　　・フロン簡易点検業務　　　・日常清掃業務
　　・空調設備保守点検業務　　・ボイラー保守点検業務
　　・地下タンク気密点検業務　・ヘルストロン保守点検業務
　　・自動ドア保守点検業務　　・浄化槽保守点検業務

　修繕等適切な管理を行えている。
地震対策として、建物内のガラスの飛散防止フィルム施工を複数年に分け業者に委託

している。

年数の経過により建物や備品の修繕が必要な箇所が増えてきている。また、大規模修
繕を必要とする箇所も増えてきている。
　コロナの状況もあり、貸館としての利用は少ない。

御浜町福祉健康センター条例に定められた業務を実施することを基本として、適切に
施設の管理運営業務を実施し、もって住民福祉の一層の増進を図る。

福祉健康センター指定管理事業

委託 補助 自主財源 （
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